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別
表
一
中
「
第
十
二
条
、
第
十
七
条
、
第
十
九
条
」
を
「
第
六
条
、
第
十
七
条
、
第
二
十
条
」
に
改
め
、
同
表
を

別
表
と
す
る
。

別
表
二
を
削
る
。

（
組
合
等
登
記
令
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

第
二
十
六
条

施
行
日
前
に
組
合
等
が
そ
の
従
た
る
事
務
所
の
所
在
地
で
し
た
代
理
人
の
選
任
の
登
記
は
、
そ
の
登
記

を
し
た
日
に
、
組
合
等
が
そ
の
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
で
し
た
も
の
と
み
な
す
。

２

登
記
官
は
、こ
の
政
令
の
施
行
の
際
現
に
従
た
る
事
務
所
の
所
在
地
に
お
け
る
代
理
人
の
登
記
が
存
す
る
と
き
は
、

職
権
で
、
当
該
登
記
を
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
に
お
け
る
登
記
簿
に
移
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

前
二
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
前
条
の
規
定
に
よ
る
組
合
等
登
記
令
の
一
部
改
正
に
伴
う
登
記
に
関
す
る
手
続

に
つ
い
て
必
要
な
経
過
措
置
は
、
法
務
省
令
で
定
め
る
。

（
司
法
書
士
法
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
二
十
七
条

司
法
書
士
法
施
行
令
（
昭
和
五
十
三
年
政
令
第
三
百
七
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
四
条
第
一
号
中
「
民
法
（
明
治
二
十
九
年
法
律
第
八
十
九
号
）第
三
十
四
条
の
規
定
に
よ
り
設
立
さ
れ
た
も
の
」

を
「
一
般
社
団
法
人
若
し
く
は
一
般
財
団
法
人
で
あ
る
も
の
」
に
改
め
、
同
条
第
七
号
中
「
民
法
第
三
十
四
条
の
規

定
に
よ
り
設
立
さ
れ
た
も
の
」
を
「
一
般
社
団
法
人
又
は
一
般
財
団
法
人
で
あ
る
も
の
」
に
改
め
る
。

（
土
地
家
屋
調
査
士
法
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
二
十
八
条

土
地
家
屋
調
査
士
法
施
行
令
（
昭
和
五
十
四
年
政
令
第
二
百
九
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

す
る
。

第
四
条
第
一
号
中
「
民
法
（
明
治
二
十
九
年
法
律
第
八
十
九
号
）第
三
十
四
条
の
規
定
に
よ
り
設
立
さ
れ
た
も
の
」

を
「
一
般
社
団
法
人
若
し
く
は
一
般
財
団
法
人
で
あ
る
も
の
」
に
改
め
、
同
条
第
七
号
中
「
民
法
第
三
十
四
条
の
規

定
に
よ
り
設
立
さ
れ
た
も
の
」
を
「
一
般
社
団
法
人
又
は
一
般
財
団
法
人
で
あ
る
も
の
」
に
改
め
る
。

（
公
証
人
手
数
料
令
の
一
部
改
正
）

第
二
十
九
条

公
証
人
手
数
料
令
（
平
成
五
年
政
令
第
二
百
二
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
十
五
条
中
「
含
む
。）」
の
下
に
「
並
び
に
一
般
社
団
法
人
及
び
一
般
財
団
法
人
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
八

年
法
律
第
四
十
八
号
）
第
十
三
条
及
び
第
百
五
十
五
条
」
を
加
え
る
。

第
七
章

文
部
科
学
省
関
係

（
著
作
権
法
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
三
十
四
条

著
作
権
法
施
行
令
（
昭
和
四
十
五
年
政
令
第
三
百
三
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
条
の
三
第
一
項
第
六
号
中
「
民
法
（
明
治
二
十
九
年
法
律
第
八
十
九
号
）
第
三
十
四
条
の
法
人
」
を
「
一
般

社
団
法
人
若
し
く
は
一
般
財
団
法
人
」
に
、「
公
益
法
人
」
を
「
一
般
社
団
法
人
等
」
に
改
め
る
。

第
二
条
第
一
項
第
一
号
、
第
二
号
及
び
第
五
号
、
第
二
条
の
二
第
一
項
、
第
二
条
の
三
第
一
項
第
三
号
並
び
に
第

三
条
第
一
項
第
二
号
中
「
公
益
法
人
」
を
「
一
般
社
団
法
人
等
」
に
改
め
る
。

第
二
十
九
条
中
「
民
法
」
の
下
に「（
明
治
二
十
九
年
法
律
第
八
十
九
号
）」を
加
え
る
。

（
独
立
行
政
法
人
日
本
原
子
力
研
究
開
発
機
構
法
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
三
十
五
条

独
立
行
政
法
人
日
本
原
子
力
研
究
開
発
機
構
法
施
行
令
（
平
成
十
七
年
政
令
第
二
百
二
十
四
号
）
の
一

部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
七
条
第
一
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

一

一
般
社
団
法
人
及
び
一
般
財
団
法
人

第
八
章

厚
生
労
働
省
関
係

（
健
康
保
険
法
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
三
十
六
条

健
康
保
険
法
施
行
令
（
大
正
十
五
年
勅
令
第
二
百
四
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
五
十
九
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

（
残
余
財
産
の
帰
属
）

第
五
十
九
条

解
散
し
た
連
合
会
の
財
産
は
、
規
約
で
指
定
し
た
者
に
帰
属
す
る
。

２

規
約
で
権
利
の
帰
属
す
べ
き
者
を
指
定
せ
ず
、
又
は
そ
の
者
を
指
定
す
る
方
法
を
定
め
な
か
っ
た
と
き
は
、
会

長
は
、
厚
生
労
働
大
臣
の
許
可
を
得
て
、
連
合
会
の
目
的
に
類
似
す
る
目
的
の
た
め
に
、
そ
の
財
産
を
処
分
す
る

こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
総
会
の
決
議
を
経
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

前
二
項
の
規
定
に
よ
り
処
分
さ
れ
な
い
財
産
は
、
国
庫
に
帰
属
す
る
。

第
五
十
九
条
の
次
に
次
の
十
五
条
を
加
え
る
。

（
清
算
中
の
連
合
会
の
能
力
）

第
五
十
九
条
の
二

解
散
し
た
連
合
会
は
、
清
算
の
目
的
の
範
囲
内
に
お
い
て
、
そ
の
清
算
の
結
了
に
至
る
ま
で
は

な
お
存
続
す
る
も
の
と
み
な
す
。

（
清
算
人
）

第
五
十
九
条
の
三

連
合
会
が
解
散
し
た
と
き
は
、
破
産
手
続
開
始
の
決
定
に
よ
る
解
散
の
場
合
を
除
き
、
会
長
、

副
会
長
及
び
理
事
が
そ
の
清
算
人
と
な
る
。
た
だ
し
、
規
約
に
別
段
の
定
め
が
あ
る
と
き
、
又
は
総
会
に
お
い
て

会
長
、
副
会
長
及
び
理
事
以
外
の
者
を
選
任
し
た
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

第
五
章

外
務
省
関
係

（
細
菌
兵
器
（
生
物
兵
器
）
及
び
毒
素
兵
器
の
開
発
、
生
産
及
び
貯
蔵
の
禁
止
並
び
に
廃
棄
に
関
す
る
条
約
の
実
施

に
関
す
る
法
律
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
三
十
条

細
菌
兵
器
（
生
物
兵
器
）
及
び
毒
素
兵
器
の
開
発
、
生
産
及
び
貯
蔵
の
禁
止
並
び
に
廃
棄
に
関
す
る
条
約

の
実
施
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
平
成
七
年
政
令
第
三
百
九
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

題
名
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

細
菌
兵
器
（
生
物
兵
器
）
及
び
毒
素
兵
器
の
開
発
、
生
産
及
び
貯
蔵
の
禁
止
並
び
に
廃
棄
に
関
す
る
条
約
等

の
実
施
に
関
す
る
法
律
施
行
令

第
一
条
中
「
細
菌
兵
器
（
生
物
兵
器
）
及
び
毒
素
兵
器
の
開
発
、
生
産
及
び
貯
蔵
の
禁
止
並
び
に
廃
棄
に
関
す
る

条
約
の
実
施
に
関
す
る
法
律
」
を
「
細
菌
兵
器
（
生
物
兵
器
）
及
び
毒
素
兵
器
の
開
発
、
生
産
及
び
貯
蔵
の
禁
止
並

び
に
廃
棄
に
関
す
る
条
約
等
の
実
施
に
関
す
る
法
律
」
に
改
め
る
。

第
二
条
第
二
項
た
だ
し
書
中
「
こ
れ
ら
の
法
人
の
監
督
に
関
す
る
事
務
の
主
任
の
大
臣
と
し
、
民
法
（
明
治
二
十

九
年
法
律
第
八
十
九
号
）
第
三
十
四
条
の
規
定
に
よ
り
設
立
さ
れ
た
法
人
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
当
該
法
人
の
主

務
官
庁
」
を
「
、
こ
れ
ら
の
法
人
の
監
督
に
関
す
る
事
務
」
に
改
め
る
。

第
六
章

財
務
省
関
係

（
日
本
国
と
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
と
の
間
の
相
互
防
衛
援
助
協
定
の
実
施
に
伴
う
関
税
法
等
の
臨
時
特
例
に
関
す
る
法

律
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
三
十
一
条

日
本
国
と
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
と
の
間
の
相
互
防
衛
援
助
協
定
の
実
施
に
伴
う
関
税
法
等
の
臨
時
特
例
に

関
す
る
法
律
施
行
令
（
昭
和
二
十
九
年
政
令
第
百
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
七
条
の
二
中
「
基
き
」
を
「
基
づ
き
」
に
、「
財
団
法
人
日
本
生
産
性
本
部
」
を
「
財
団
法
人
社
会
経
済
生
産
性

本
部
（
昭
和
三
十
年
三
月
一
日
に
財
団
法
人
日
本
生
産
性
本
部
と
い
う
名
称
で
設
立
さ
れ
た
法
人
を
い
う
。）」
に
改

め
る
。

（
関
税
法
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
三
十
二
条

関
税
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
九
年
政
令
第
百
五
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
五
十
一
条
の
二
中
「
民
法
（
明
治
二
十
九
年
法
律
第
八
十
九
号
）
第
三
十
四
条
（
公
益
法
人
の
設
立
）
の
規
定

に
よ
り
設
立
さ
れ
た
法
人
」
を
「
一
般
社
団
法
人
若
し
く
は
一
般
財
団
法
人
」
に
改
め
る
。

（
関
税
定
率
法
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
三
十
三
条

関
税
定
率
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
九
年
政
令
第
百
五
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
三
条
の
二
中
「
民
法
（
明
治
二
十
九
年
法
律
第
八
十
九
号
）
第
三
十
四
条
（
公
益
法
人
の
設
立
）
の
規
定
に

よ
り
設
立
さ
れ
た
法
人
」
を
「
一
般
社
団
法
人
若
し
く
は
一
般
財
団
法
人
」
に
改
め
る
。

第
二
十
一
条
中
「
民
法
第
三
十
四
条
（
公
益
法
人
の
設
立
）
の
規
定
に
よ
り
設
立
さ
れ
た
法
人
」
を
「
一
般
社
団

法
人
若
し
く
は
一
般
財
団
法
人
」
に
改
め
る
。
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